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お知らせ７月

相
談

特
設
人
権
相
談
所

■
日
時
／
８
月
６
日
㈪

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

■
場
所
／
大
島
庁
舎

■
相
談
員
／
人
権
擁
護
委
員

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
７
７
‐
５
５
０
５

司
法
書
士
サ
ラ
金
・
ヤ
ミ
金

無
料
電
話
相
談
会

■
日
時
／

　

８
月
４
日
㈯
・
９
月
１
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号
／

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
相
談
内
容
／

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
や
サ
ラ
金
等
に
よ

　

る
多
重
債
務
者
を
対
象
と
し
た

　

無
料
電
話
相
談

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

☎
０
８
３
５
（
２
２
）
６
５
３
３

Ｉ
Ｔ
講
習
受
講
者
募
集

　

大
島
商
船
高
専
の
先
生
が
最
新

の
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
の
使
い
方
を
や
さ

し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

◎
文
字
入
力
か
ら
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
基

礎
コ
ー
ス
（
講
師
・
大
島
商
船
高

等
専
門
学
校　

古
藤
教
官
）

■
学
習
内
容
／

①
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
２
０
０
７
と
は

②
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
の
基
本
操
作

③
ブ
ッ
ク
の
基
本
操
作

④
表
作
成
の
基
礎

⑤
表
の
編
集

⑥
数
式
と
関
数

⑦
グ
ラ
フ
の
作
成

⑧
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
操
作

⑨
印
刷

■
日
程
／

　

9
月
5
日
㈬
・
7
日
㈮

　

10
日
㈪
・
12
日
㈬

　

14
日
㈮
・
16
日
㈰

■
時
間
／
午
後
7
時
〜
9
時

■
対
象
者
／

　

パ
ソ
コ
ン
使
用
経
験
の
あ
る
小

　

学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
、
一

　

般
の
方

※
小
学
校
低
学
年
の
児
童
は
保
護

者
同
伴
（
講
習
代
は
１
人
分
）
で

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
講
習
代
／
３
５
０
０
円

■
テ
キ
ス
ト
代
／
１
７
８
５
円

■
会
場
／

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校

■
定
員
／
20
名

■
申
し
込
み
締
め
切
り
／

　

８
月
17
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

大
島
教
育
支
所

☎
７
４
‐
５
３
０
０

湯
う
湯
う
温
水
プ
ー
ル
運
動

教
室
受
講
者
募
集

　

水
中
運
動
は
「
浮
力
」
に
よ
り

関
節
な
ど
体
に
負
担
の
少
な
い
状

態
で
運
動
で
き
、
陸
よ
り
効
率
的

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
消
費
で
き
ま

す
。
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
や
転
倒
予
防
に
も
効
果
が
あ
り

ま
す
の
で
、
気
軽
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

■
対
象
者
・
募
集
人
数
／

　

町
内
の
65
歳
〜
79
歳
（
介
護
保

　

険
非
該
当
）
の
方　

20
名

※
応
募
多
数
の
場
合
、
同
教
室
未

受
講
者
を
優
先
。

■
受
講
日
時
／

　

９
月
５
日
〜
11
月
21
日

　

午
前
10
時
〜
正
午

　

毎
回
水
曜
日
に
実
施

■
受
講
場
所
／

　

竜
崎
温
泉　

温
水
プ
ー
ル

■
受
講
内
容
／

　

水
中
歩
行
・
水
中
体
操
・
講
話

　

を
中
心
と
し
た
全
12
回
コ
ー
ス

■
持
っ
て
く
る
も
の
／

　

水
着
、
水
泳
帽
、
利
用
料

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
お
よ

び
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
は
、

対
象
者
の
医
療
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
を

公
費
で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

○
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

■
対
象
と
な
る
人
／　

①
年
齢
要
件　

０
歳
〜
小
学
校
３

年
生
ま
で
の
乳
幼
児

②
所
得
要
件　

税
額
控
除
（
配
当

控
除
、
外
国
税
額
控
除
、
調
整
控

除
）
前
の
市
町
民
税
所
得
割
額

１
３
６
７
０
０
円
以
下
の
世
帯（
父

母
の
合
算
額
）

○
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

■
対
象
と
な
る
人
／

①
世
帯
要
件

ア　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童
を
養
育
す
る
母
子
家
庭
の
母

お
よ
び
当
該
児
童　
　

イ　

父
母
の
い
な
い
18
歳
に
達
す

る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童

②
所
得
要
件　

市
町
民
税
所
得
割

非
課
税
世
帯

■
有
効
期
間
／
平
成
19
年
８
月
１

　

日
〜
平
成
20
年
７
月
31
日
ま
で

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

役
場
福
祉
課
ま
た
は
最
寄
り
の
支

所
・
出
張
所
で
申
請
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る

方
に
は
更
新
書
類
を
送
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
の
お
済
み
で

な
い
方
は
今
月
中
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／

　

印
鑑
、
受
給
対
象
者
の
健
康
保

　

険
証

■
問
い
合
わ
せ
／

　

福
祉
課
☎
７
７
‐
５
５
０
５

乳
幼
児
・
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

※
初
回
に
傷
害
保
険
料
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

■
申
込
期
限
／
８
月
20
日
㈪

■
問
い
合
わ
せ
／
健
康
増
進
課

☎
７
７
‐
５
５
０
４

※
参
加
者
に
は
、
後
日
詳
し
い
内

容
を
送
付
し
ま
す
。

Ｑ　どのような人が裁判員に
選ばれるのですか？

裁判員制度Ｑ＆Ａ

Ａ　選挙権のある方（有権者）
から裁判員を選びます。
　衆議院議員の選挙権がある
方（有権者）であれば、原則
としてだれでも裁判員になる
ことができます。ただし、選
挙権のある方でも法律上、裁
判員になることができない方
もいます。


